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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
熱電変換部と、前記熱電変換部に電気を供給する太陽電池部とを少なくとも有する熱電変
換シートが、可撓性を有し、前記熱電変換部と前記太陽電池部の間に、断熱層として、空
隙含有プラスチック基材、または樹脂に中空あるいは多孔質の粒子を含有させたものを有
することを特徴とする熱電変換シート。
【請求項２】
前記熱電変換部と前記太陽電池部の間に、前記断熱層と前記断熱層上に設けられた放熱層
を、前記断熱層が前記太陽電池部側になるような方向に配置し、前記放熱層がグラファイ
トシート、または樹脂に金属粒子を含有させたものであることを特徴とする請求項１に記
載の熱電変換シート。
【請求項３】
前記熱電変換部が、可撓性の高分子体と、この高分子体に支持された熱電変換素子とによ
り構成されていることを特徴とする請求項１から２のいずれか１項に記載の熱電変換シー
ト。
【請求項４】
前記太陽電池部が、可撓性のプラスチック太陽電池であることを特徴とする請求項１から
３のいずれか１項に記載の熱電変換シート。
【請求項５】
前記太陽電池部が、可撓性のアモルファスシリコン太陽電池、色素増感太陽電池、有機薄
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膜太陽電池からなることを特徴とする請求項４に記載の熱電変換シート。
【請求項６】
前記放熱層と前記断熱層は、可撓性と接着性を有することを特徴とする請求項１から５の
いずれか１項に記載の熱電変換シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、保冷、保温等の機能を発現するペルチェ素子などの熱電変換素子を使用した
熱電変換シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ペルチェ素子等を用いた熱電変換装置は、保温、保冷の目的でクーラーボックスや、コ
ンピューターのＣＰＵなどに用いられている。最近、特許文献１に記載されているように
、可撓性を有する熱電変換装置が開発されており、前記熱電変換装置を、特許文献２、３
に記載されているような曲面を有するペットボトルや食品等の保温保冷容器に適用する検
討がなされている。また、熱電変換装置の応用例として、特許文献４に記載されているよ
うに、前記熱電変換装置の電源として太陽電池を用い、別途電源を設けることなく保温、
保冷機能を発する建築用材も検討されている。
【０００３】
【特許文献１】特開2003-174203号
【特許文献２】特開2003-304977号
【特許文献３】特開2004-53177号
【特許文献４】特開2001-132193号
【０００４】
　しかしながら上述した可撓性を有する熱電変換装置は電源を具備しておらず、家庭内な
どの電源がある場所でのみ使用可能であり、限られた場所でしか用いることができなかっ
た。また、太陽電池を用いた熱電変換装置においても、構成部材の熱電変換装置や太陽電
池が可撓性を有するものではなく、熱電変換装置を装着する対象物が曲面を有している場
合等には用いることができず、利用対象が限定されていた。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は従来技術のこのような現状に鑑みてなされたものであり、その目的は、熱電変
換部と電源の太陽電池部とからなる熱電変換シートが可撓性を有しており、場所や物の形
状を問わずにいつでも冷却や加熱が可能な熱電変換シートを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、熱電変換部と前記熱電変換部に電気を供給する太陽電池部とを少なくとも有
する熱電変換シートが、可撓性を有し、前記熱電変換部と前記太陽電池部の間に、断熱層
として、空隙含有プラスチック基材、または樹脂に中空あるいは多孔質の粒子を含有させ
たものを有することを特徴とする熱電変換シートを提供する。
【０００７】
　このような構成により、熱電変換シートが可撓性であると共に別途電源を設けることな
く熱電変換部を稼動させることができるので、場所や物の形状を問わずに使用でき様々な
対象物の冷却や加熱に用いることができるとともに、熱電変換部より発生した熱を断熱層
で遮ることができ、太陽電池の熱による故障を防止することができる。
【００１０】
　本発明は、前記熱電変換部と前記太陽電池部の間に、前記断熱層と前記断熱層上に設け
られた放熱層を、前記断熱層が前記太陽電池部側になるような方向に配置し、前記放熱層
がグラファイトシートや、樹脂に金属粒子を含有させたものであることを特徴とする熱電
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変換シートを提供する。
【００１１】
　このような構成により、熱電変換部より発生した熱を断熱層に到達する前に拡散でき、
断熱層での熱の遮断効率が向上し、太陽電池の熱による故障をより確実に防止することが
できる。また放熱層を設けることにより熱電変換部の熱電変換素子からの距離による熱ム
ラを均一化することができ、熱による断熱層や熱変換部の変形を防止することができる。
【００１２】
　本発明は、前記熱電変換部が、可撓性の高分子体と、この高分子体に支持された熱電変
換素子とにより構成されていることを特徴とする熱電変換シートを提供する。
【００１３】
　このような構成により、高分子体が熱電変換素子を支持しつつ曲げ等に追随して変形し
易く、熱電変換シートを曲面等に固定する場合にも、熱電変換部の熱電変換素子の破壊な
しに変形することができ、熱電変換シートの可撓性を向上させることができる。
【００１４】
　本発明は、前記太陽電池部が、可撓性のプラスチック太陽電池であることを特徴とする
熱電変換シートを提供する。
【００１５】
　このような構成により、熱電変換シートを曲面等に固定する場合にも、太陽電池部の破
壊なしに変形することができ、熱電変換シートの可撓性を向上させることができる。
【００１６】
　本発明は、前記太陽電池部が、可撓性のアモルファスシリコン太陽電池、色素増感太陽
電池、有機薄膜太陽電池、非Si系の半導体材料である「Cu(In1-x,Gax)Se2（銅-インジウ
ム-ガリウム-セレン）」系の材料を使った太陽電池からなることを特徴とする熱電変換シ
ートを提供する。
【００１７】
　このような構成により、熱電変換シートを曲面等に固定する場合にも、太陽電池部の破
壊なしに変形することができ、熱電変換シートの可撓性を向上させることができる。また
上述の太陽電池は、高い光電変換効率を有するので安定して熱電変換部を稼動させること
ができ様々な対象物の冷却や加熱に用いることができる。
【００１８】
　本発明は、前記放熱層と前記断熱層が可撓性と接着性を有することを特徴とする熱電変
換シートを提供する。
【００１９】
　このような構成により、前記熱電変換部と前記太陽電池部の間に、前記断熱層と前記放
熱層を別途接着層を介さずに容易に積層することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、熱電変換シートが可撓性を有しており、また別途電源を設けることな
く使用することができ、場所や物の形状を問わずにいつでも冷却や加熱をすることができ
、例えばペットボトルなどの外周に巻きつけることで長時間の保冷保温なども実現するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明に係る熱電変換シートの実施の形態について図面を参照して説明する。な
お以下に示す例は好ましい実施態様であり、本発明が以下に示す例に限定されるものでは
ない。
【００２２】
　図１は本発明の熱電変換シートの層構成を示す図であり、熱電変換部２と太陽電池部３
と太陽電池部３から発する電流を熱電変換部２に流す手段であるリード線４とで構成され
ている。また必要に応じて図２に示すように熱電変換部２と太陽電池部３の間に断熱層６
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を設けた構成とすることができ、さらには図３に示すように熱電変換部２と太陽電池部３
の間に断熱層６と放熱層７を設けた構成とすることもできる。本発明の熱電変換シート１
を使用するときは熱電変換シート１の非積層面（太陽電池部が積層されていない面）を対
象物と接触させて保温あるいは保冷する。以下に各部位、各層ごとに詳細に説明する。
【００２３】
（熱電変換部）
　熱電変換部２は、可撓性があって電流を流すことにより発熱あるいは吸熱が可能なもの
であればどのようなものを用いてもよいが、例えば図５に示すような可撓性を有する高分
子体９と、この高分子体９に支持された熱電変換素子８とによって構成されるものが好ま
しく用いられる。このような構成により、高分子体９が熱電変換素子８を支持しつつ曲げ
等に追随して変形し易く、熱電変換シート１を曲面等に固定する場合にも、熱電変換部２
の熱電変換素子８の破壊なしに変形することができ、熱電変換シート１の可撓性を向上さ
せることができる。
【００２４】
　前記高分子体としては、ポリイミド、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフ
タレート、ポリエーテルサルホン等の耐熱性が高いものが好ましく用いられる。また必要
に応じて所望の性能を有する層を積層してもよく、例えば、前記高分子体に高熱伝導体の
グラファイトシートを積層する構成とすることもできる。このような構成により、熱電変
換素子より発した熱を前記高分子体の面全体に均一に伝達することができるようになり、
高分子体の変形、破断を防止でき、結果として熱電変換シートの破断を防ぐことができる
。
【００２５】
　前記熱電変換素子としては、ペルチェ素子又はゼーベック発電素子が好ましく用いられ
る。ペルチェ素子の動作原理は既に公知の技術であるので詳細な説明は省略するが、ペル
チェ素子に電流を流すと、Ｐ型半導体からＮ型半導体に電流が流れる接触部分では発熱現
象が発生し、Ｎ型半導体からＰ型半導体に電流が流れる接触部分では吸熱現象が発生する
ことにより、保温、保冷機能を発現するものである。
【００２６】
　本発明の熱電変換シートを保温シートとして用いる場合は、図５（ａ）に示すような方
向に太陽電池部３から熱電変換素子８に電流を流すと、Ｐ型半導体１１からＮ型半導体１
２へ電流が流れる金属１０において発熱現象が発生し、Ｎ型半導体１２からＰ型半導体１
１へ電流が流れる金属１０´において吸熱現象が発生し、その結果として対象物接触面側
である金属１０の面側は保温機能を有し、保温シートとして用いることができる。 また
本発明の熱電変換シートを保冷シートとして用いる場合は、図５（ｂ）に示すような方向
に太陽電池部３から熱電変換素子８に電流を流すと、Ｐ型半導体１１からＮ型半導体１２
へ電流が流れる金属１０´において発熱現象が発生し、Ｎ型半導体１２からＰ型半導体１
１へ電流が流れる金属１０において吸熱現象が発生し、その結果として対象物接触面側で
ある金属１０の面側は保冷機能を有し、保冷シートとして用いることができる。
【００２７】
　上記に示すような電流の方向を変更する手段としては、例えば図４に示すようにリード
線４および４´と電流方向変更部５を設けた構成を用いることができる。このような構成
にすることにより、電流方向変更部５にてリード線４とリード線４´のどちらを使用する
か選択ができ、熱電変換部へ供給される電流の方向を変更できるので、対象物接触面側を
保温保冷の所望の機能へ切り替えることができる。
【００２８】
（太陽電池部）
　太陽電池部３は、可撓性があるものであればどのようなものを用いてもよいが、例えば
、可撓性のアモルファスシリコン太陽電池、色素増感太陽電池、有機薄膜太陽電池を用い
ることができる。このような構成にすることにより、熱電変換シートを曲面等に固定する
場合にも、太陽電池部の破壊なしに変形することができ、熱電変換シートの可撓性を向上
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させることができる。また上述の太陽電池は、高い光電変換効率を有するので安定して熱
電変換部を稼動させることができ様々な対象物の冷却や加熱に用いることができる。
【００２９】
（断熱層）
　断熱層６は、図２に示すように必要に応じて熱電変換部２と太陽電池部３の間に設ける
ことができる。このような構成により、熱電変換部２より発生した熱を断熱層６で遮るこ
とができ、太陽電池部３の熱による故障を防止することができる。
【００３０】
　断熱層としては、熱伝導率が低く、可撓性のあるものであればどのようなものも用いる
ことができるが、空隙含有プラスチック基材や、樹脂に中空あるいは多孔質の粒子を含有
させたものを用いることができる。また上記断熱層は接着性を有することがさらに好まし
い。このような構成により、断熱層を前記熱電変換部と前太陽電池の間に設ける際に別途
接着層を設けることなく容易に層を配置することができる。例えば、断熱層を樹脂と中空
あるいは多孔質の粒子で構成する場合には、樹脂を非接着体に対して接着性のある樹脂を
用いることでこのような構成を具備することができる。
【００３１】
（放熱層）
　熱電変換部２と太陽電池部３の間には、図３に示すように断熱層６と放熱層７を配置す
ることもできる。このような構成により、熱電変換部２より発生した熱を断熱層６に到達
する前に放熱層７で拡散でき、断熱層６での熱の遮断効率を向上させることができ、太陽
電池の熱による故障をさらに防止することができる。また熱電変換部２の発熱体からの距
離による熱ムラを均一化することができ、熱による断熱層６や熱電変換部２の変形を防止
することができる。
【００３２】
　放熱層としては、熱伝導率が高く可撓性のあるものであればどのようなものも用いるこ
とができるが、例えばグラファイトシートや、樹脂に金属粒子を含有させたものを用いる
ことができる。また上記放熱層は接着性を有することがさらに好ましい。このような構成
により、放熱層を前記熱電変換部と前記太陽電池部の間に設ける際に別途接着層を設ける
ことなく容易に層を配置することができる。例えば、放熱層を樹脂と金属粒子で構成する
場合には、樹脂を非接着体に対して接着性のある樹脂を用いることでこのような構成を具
備することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の熱電変換シートの一例を示す断面図である。
【図２】本発明の熱電変換シートの一例を示す断面図である。
【図３】本発明の熱電変換シートの一例を示す断面図である。
【図４】本発明の熱電変換シートの電流方向切替手段の一例を示す図である。
【図５】本発明の熱電変換シートの熱電変換部の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００３４】
１：熱電変換シート
２：熱電変換部
３：太陽電池部
４：リード線
４´：リード線
５：電流方向変更部
６：断熱層
７：放熱層
８：熱電変換素子
９：高分子体
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１０：金属
１０´： 金属
１１：Ｐ型半導体
１２：Ｎ型半導体
                                                                                

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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